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「西区将来ビジョン」及び「西区地域福祉ビジョン」 

の改定に係り、ご意見を頂戴したい件について 

 西区役所では、中長期の視点で区のまちづくりや福祉のあるべき姿を区民に

お示しする「西区将来ビジョン」及び「西区地域福祉ビジョン」を作成しており、

現在のものは平成 29 年度に改定したものです。 

令和 4 年度には、時間の経過を踏まえ、この二つのビジョンをより現在の区の

状況や区民の想いを反映したものとするよう改定を行い、令和 5 年 4 月から概ね

4 年後を見据えた区の指針にさせていただきたいと考えております。 

 これらのビジョンに改定にあたっては、区政会議委員の皆様から様々にご意

見を頂戴したうえ区役所として吟味をさせていただき、反映すべきものは反映

してまいりたいと考えております。 

 つきましては、今回ご案内をさせていただく「令和 4 年度 第 1 回 西区区政

会議」の各グループ討議の場で、両ビジョンに対するご意見を頂戴いたしたく、

お願いするところです。 

 一方、区政会議当日は時間の制約もございます。お忙しい中恐縮ですが、今回

送付する資料もできる範囲でお目通しいただき、区政会議に先立ってお考えを 

イメージいただければ幸いです。次ページ以降に「ご意見を頂戴するにあたり、

ご留意いただきたい点」をまとめておりますので、こちらもご参照くださいませ。 
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ご意見を頂戴するにあたり、ご留意いただきたい点 

 

 委員の皆様からご区政会議でご意見を頂戴するにあたって、ご留意いただき

たい点等をまとめましたので一読願います。 

 

＜１ 区役所の考え＞ 

 次の１）～３）のとおり、ビジョン改定に対する区役所の考えをお示しします。 

皆様にビジョンへのご意見を頂戴するにあたって、区役所の考えも明示した方

が良いと考えました。参考としてお示しするもので、決して皆様のお考えやアイ

デアをしばるものではありません。 

   

１）「将来ビジョン」、「地域福祉ビジョン」の柱建て（基本方針）（資料７参照） 

 ・現在の「将来ビジョン」、「西区地域福祉ビジョン」はともに、施策の大きな

方向性として 

  〇基本方針１ 「安全で安心なまちづくりに向けたコミュニティ力の向上」 

  〇基本方針２ 「こども・子育て施策の充実」 

  の 2 本柱を掲げています。 

 ・区役所としては、これら二つの方針はまちづくりの基本と考えておりこの 

間も継続して掲げてきたこと、コミュニティやこども・子育て施策の重要性 

に変わりはないことから、基本方針（柱建て）は変えずに継承してまいりた 

いと考えております。 

 

２）重点的に取り組む項目（資料７参照） 

 ・資料７をご覧願います。区の施策の方向性を、「大きなくくり」で示したも

のです。 

 ・基本方針１、２を継承するという考えに基づき、     で示した「地域

コミュニティの活性化」、「安全・安心で快適なまちづくり」、「安心して子育

てや教育ができる環境づくり」は継承したいと考えます。また、資料最下段

に示す「ニア・イズ・ベターを徹底するための区役所づくり」も、この間の

大阪市の基本方針であり、継承したいと考えます。 

・      で示した各項目も、基本的には継承したいと考えます。 
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３）三村区長の想い 

 ・区長として注力したいと考える重点取組、施策は次のとおりです。 

 コミュニティの維持、醸成のための町会加入促進 

 窓口改革 

 ICT の活用 

 ・これら 3 点については、資料７にも反映しています。 

 ・区政会議当日、必要性や方向性について三村区長から直接ご説明いたします。 
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＜２ 今回送付する資料と、資料をご覧いただく際の視点について＞  

 

 【資料５】きらぽか計画 付属資料（データ編・案） 

 ・2020 年の国勢調査等に基づく人口動態はじめ、西区を取り巻く直近の状況 

を数値でお示ししています。将来ビジョン本編を改定する際、参考となるデ 

ータです。 

 ・データ編も、区役所ホームページなどで区民に公開します。 

   －ご覧いただく視点－ 

 追加で必要なデータ、欲しいデータはないか。 

 不要なデータはないか。 

 

 

 【資料６】「将来ビジョン 振り返り」 

 ・現将来ビジョン（2018 年（平成 30 年）３月～）に掲げた取組みが、現在ま 

での間にどこまでできたのかを、「実際に取り組んだこと・成果」と「残さ 

れた課題・対策」にまとめたものです。 

 ・これまでの取り組みを検証し、次に何に力を注ぐのかを検討する材料です。 

―ご覧いただく視点－ 

 あくまで区役所の自己評価です。改めて区政会議委員の視点で評価い

ただくようお願いします。 

 できたこと、やりのこしたことを吟味いただき、改定するビジョンに

反映すべきことをお考えいただく際の参考としてください。 

 各項目の右端に、どのグループで検討いただくのか、グループ名を記

載しています。ご自分が属するグループの項目を中心にご覧ください。 

 

  

【資料７】重点的に取り組む項目 

 ・現在の将来ビジョン P13 「５ 重点的に取り組む項目」を修正した資料で 

す。 

 ・前記のとおり、基本方針はじめ概ね継承しますが、区長の想い等を踏まえ一 

部加筆しています。 

 ・具体的な施策展開の方向性を定めるに際して、基本となる資料となります。 



 

5 

 

―ご覧いただく視点－ 

 委員の皆様が区内で日常を過ごされる中、「区役所はこういったこと

にもっと力を注ぐべきだ」とか、「ここを支援して欲しい」といった 

ことなど、お考えいただければと存じます。 

 

 

【資料８】 現在の将来ビジョン 

 ・現在の将来ビジョンです。基本的には、これを部分的に修正するものと考え 

ています。 

―ご覧いただく視点－ 

 上記資料１～３をご覧いただく際、適宜参照願います。 

 

 

【資料９】 現在の地域福祉ビジョン 

 ・現在の地域福祉ビジョンです。基本的には、これを部分的に修正するものと 

  えています。 

―ご覧いただく視点－ 

 上記資料１～３をご覧いただく際、適宜参照願います。 
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＜３ 区政会議当日における意見交換について＞ 

１） どういった意見を頂戴したいのか 

 【資料５】きらぽか計画 付属資料（データ編・案）について、本編

との関係も踏まえ、新たに掲載すべきデータや、一方こんなデータは

不要ではないか、といったご意見をお願いします。 

 【資料７】「重点的に取り組む項目」に、追加または削除すべきと考

えられる項目があればご指摘願います。 

 【資料６】の区役所による現ビジョンの振り返りも参照いただき、区

役所が取り組むべきと考える事業や取り組み、区民活動への区役所か

らの支援について、幅広くご意見をお願いします。 

いただいた意見をもとに、区役所で 

 【資料８】現在の将来ビジョンの P14～24「施策展開の方向性」  

 【資料９】 〝 福祉ビジョンの P19～23「福祉ビジョン本編」 

にどう反映し、改定するのか検討いたします。 

  

２） 将来ビジョンと地域福祉ビジョンとの関係 

 区政全般に関するビジョンが「将来ビジョン」、その中でも特に地域

福祉に関わること、子育てに関わることについては「地域福祉ビジョ

ン」でお示ししています。 

 将来ビジョンという大きな傘のもとに、地域福祉ビジョンが入ってい

る、とイメージいただければと存じます。 

 

３） 区政会議での議論の段取り 

 今回のグループ討議は、将来ビジョンの改定にかかり、どういったこ

とを盛り込むか、削るか、といったことについてご意見を頂戴します。 

 これまでどおり 

      〇防災・防犯・コミュニティ グループ 

      〇福祉・健康        グループ 

      〇教育・子育て       グループ 

     の３グループに分かれて討議いただきます。 

 ２）のとおり、将来ビジョンのもとに地域福祉ビジョンがある、とい

う位置関係にあります。したがって福祉ビジョンでその方向性を示す
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「地域福祉」及び「子育て」に関するご意見は、将来ビジョンにも共

通する事項となります。委員の皆様は、将来ビジョン、福祉ビジョン

の区分を意識していただく必要はございません。頂戴した意見をもと

に区役所で整理のうえ、それぞれのビジョンに反映していきます。 

 

４） 将来ビジョン、福祉ビジョン改定の段取り 

 今回の第 1 回区政会議で頂戴したご意見を踏まえ、区役所で将来ビジ

ョン、福祉ビジョンの改定作業を行います。 

 11 月に実施予定の第 2 回区政会議で修正案をご説明しますので、意

見を頂戴したうえ調整し、1 月実施予定の第 3 回区政会議で 

最終案としてご提示いたします。 

 詳細は以下のとおりです。 

7 月 27 日 ：第 1 回区政会議 

      ・区長の考えを説明 

      ・改定版 修正にかかる意見聴取 

8 月～10 月 ：区政会議委員の意見を踏まえたビジョンの修正 

10 月半ば  ：素案作成、区政会議委員への送付 

11 月半ば  ：第 2 回区政会議 

      ・素案の確認、意見聴取 

11 月～12 月：修正作業 

12 月末   ：区政会議委員へ修正案送付 

1 月半ば  ：第 3 回区政会議  

      ・内容確認 

      ：パブコメ（1 月半ば～2 月半ば） 

時期に 

 3 月    ；区政会議委員へ最終稿送付 

 4 月    ：両ビジョン公表 

 

   


